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国

25％

新宿区

12.5％

保保
険険
料料

　　
％％

公公
費費

　　
％％

第第11号号
被被保保険険者者

（（6655歳歳以以上上））

23％

第第22号号
被被保保険険者者

（（4400歳歳～～
6644歳歳））

東京都

12.5％

27％

１割
(2割または3割)

９割
（8割または7割）

利用者
負担

２分の１
保険料

２分の１
公費

はがき・ファックスの記入例

講座・

催し等の

申し込み

※往復はがきは、各

記事で指定がある

場合のみ。

※費用の記載のない

ものは、原則無料。

①講座・催し名

②〒・住所

③氏名（ふりがな）

④電話番号

（往復はがきの場

合は、返信用にも

住所・氏名）

新
宿
区
環
境
絵
画
・
環
境
日
記
展

　
環
境
を
テ
ー
マ
に
子
ど
も
た
ち
が

作
成
し
た
作
品
を
展
示
し
ま
す
。

【
期
間
】

11月

1日

～

9日

午
前

10時
～
午
後

6時

【
会
場
】
区
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
（
西
新
宿

2―

11―

4、新
宿
中
央
公
園
内
）

【
問
合
せ
】
エ
コ
ギ
ャ
ラ
リ
ー
新
宿

（

3
3
4
8）

6
2
7
7へ

。

講
座

「
首
都
直
下
地
震
に
備
え
て
」

【
日
時
】

11月

15日

午
後

1時

30分

～

3時

30分

【
会
場
】新
宿
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
分

館（
高
田
馬
場

1―

32―

10）

【
対
象
】区
内
在
住
・
在
勤
の
方
、

30名

【
内
容
】
講
話
「
北
海
道
地
震
か
ら
学

ぶ
」と
災
害
伝
言
ダ
イ
ヤ
ル
の
体
験
、

身
近
な
物
を
使
っ
た
包
帯
法

【
主
催
・
申
込
み
】
往
復
は
が
き
に

3

面
記
入
例
の
と
お
り
記
入
し
、

11月

5日（
必
着
）ま
で
に
新
宿
区
消
費
者

大
学
Ｏ
Ｂ
会（
〒

1
6
9・

0
0
7
5

高
田
馬
場

1―

32―

10、
新
宿
消
費

生
活
セ
ン
タ
ー
分
館
内
）へ
。応
募
者

多
数
の
場
合
は
抽
選
。

【
問
合
せ
】
同
会
・
平
田

（

3
3
5

7）

2
1
0
1へ

。

講
座「
借
地
借
家
の
問
題
解
決
」

【
日
時
】

11月

16日

午
後

1時

30分

～
4時
30分

【
会
場
】新
宿
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
分

館（
高
田
馬
場

1―

32―

10）

【
対
象
】
区
内
在
住
・
在
勤
の
方
、

30名

【
内
容
】
弁
護
士
が
事
例
を
基
に
解
説

【
主
催
・
申
込
み
】往
復
は
が
き
に

3面

記
入
例
の
と
お
り
記
入
し
、

11月

7日

（
必
着
）ま
で
に
全
国
借
地
借
家
人
組

合
連
合
会
新
宿
支
部（
〒

1
6
0・

0

0
2
2新

宿

1―

5―

5、御
苑
フ
ラ

ト
ー

401号
）（

3
3
5
2）

0
4
4
8

へ
。応
募
者
多
数
の
場
合
は
抽
選
。

リ
サ
イ
ク
ル
講
座

①
古
布
で
干
支
（
亥
年
）
の

　
ぬ
い
ぐ
る
み
作
り

【
日
時
】

11月

17日

午
後

1時
～

4時

②
古
布
で
壁
掛
け

　
ク
リ
ス
マ
ス
ツ
リ
ー
作
り

【
日
時
】

11月

27日

午
後

1時
～

4時

…
…
…
〈
以
下
共
通
〉…
…
…

【
対
象
】
区
内
在
住
・
在
勤
の
方
、①
は

30名
、②
は

20名

【
費
用
】

300円（
材
料
費
等
）

【
共
催
】
新
宿
環
境
リ
サ
イ
ク
ル
活
動

の
会

【
会
場
・
申
込
み
】往
復
は
が
き（

1枚

に
付
き

1講
座
）に

3面
記
入
例
の
ほ

か
希
望
講
座（
①
②
の
別
）を
記
入
し
、

11月

6日（
必
着
）ま
で
に
新
宿
リ
サ

イ
ク
ル
活
動
セ
ン
タ
ー（
〒

1
6
9・

0
0
7
5高

田
馬
場

4―

10―

2）

（

5
3
3
0）

5
3
7
4（

月
曜
日
休

館
）へ
。応
募
者
多
数
の
場
合
は
抽
選
。

生
ご
み
と
落
ち
葉
で

た
い
肥
作
り


み
ど
り
の
カ
ー
テ
ン
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

【
日
時
】

11月

18日

午
後

1時

30分

～

3時

【
会
場
・
申
込
み
】往
復
は
が
き
か
フ
ァ

ッ
ク
ス
に

3面
記
入
例
の
と
お
り
記

入
し
、

11月

10日（
必
着
）ま
で
に
環
境

学
習
情
報
セ
ン
タ
ー（
〒

1
6
0・

0
0

2
3西

新
宿

2―

11―

4、
新
宿
中

央
公
園
内
）

（

3
3
4
8）

6
2
7

7・（

3
3
4
4）

4
4
3
4へ

。定
員

15名
。応
募
者
多
数
の
場
合
は
抽
選
。

消
費
生
活
バ
ス
見
学
会

【
日
時
】

11月

19日

午
前

8時

30分

に
東
京
三
協
信
用
金
庫
本
店
（
高
田

馬
場

2―

17―

3）前
集
合
、午
後

5

時

30分
解
散
予
定（
往
復
バ
ス
利
用
）

【
対
象
】区
内
在
住
・
在
勤
の
方
、

20名

【
見
学
先
】
雪
印
メ
グ
ミ
ル
ク
工
場
・

キ
ッ
コ
ー
マ
ン
し
ょ
う
ゆ
館
（
い
ず

れ
も
千
葉
県
野
田
市
）。
歩
き
や
す
い

靴
で
お
い
で
く
だ
さ
い
。

【
費
用
】
千

500円
（
昼
食
代
等
）

【
協
力
】新
宿
区
消
費
者
団
体
連
絡
会

【
申
込
み
】往
復
は
が
き
に

3面
記
入

例
の
ほ
か
年
齢
を
記
入
し
、

11月

1

日（
必
着
）
ま
で
に
新
宿
消
費
生
活
セ

ン
タ
ー（
〒

1
6
0・

0
0
2
2新

宿

5―

18―

21、
第
２
分
庁
舎

3階
）

（

5
2
7
3）

3
8
3
4へ

。応
募
者

多
数
の
場
合
は
抽
選
。

講
座
「
介
護
保
険
と

老
人
ホ
ー
ム
の
基
礎
知
識
」


新
宿
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
委
託
講
座

【
日
時
】

12月

15日

午
前

10時
～

12時

【
会
場
】
新
宿
文
化
セ
ン
タ
ー
（
新
宿

6―

14―

1）

【
対
象
】区
内
在
住
・
在
勤
の
方
、

60名

【
内
容
】
介
護
サ
ー
ビ
ス
と
利
用
方

法
、
老
人
ホ
ー
ム
の
基
礎
知
識

【
申
込
み
】往
復
は
が
き
に

3面
記
入

例
の
と
お
り
記
入
し
、

11月

28日（
必

着
）
ま
で
に
新
宿
未
来
創
造
財
団
文

化
・
学
習
課
（
〒

1
6
0・

0
0
2
2

新
宿

6―

14―

1、
新
宿
文
化
セ
ン

タ
ー
内
）

（

3
3
5
0）

1
1
4
1

へ
。応
募
者
多
数
の
場
合
は
抽
選
。

【
期
間
・
内
容
】
展
示
時
間
は
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

区
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー

▼

14日

～

18日

…
サ
ン
デ
ー

ア
ー
ト
絵
画
展
、
▼

21日

～

25日


…
第

32回
新
美
連
絵
画
展
、
▼

28

日

～

12月

1日

…

N
P
O設

立

20周
年
記
念
「
暮
ら
し
を
彩
る
幸

染
展
」（
染
色
）
、
▼

28日

～

12月

2日

…
第

24回
琳
翔
派
展（
絵
画
・

日
記
）

※
そ
の
他
の
期
間
は
常
設
展
示

【
会
場
・
問
合
せ
】
エ
コ
ギ
ャ
ラ
リ

ー
新
宿
（
西
新
宿

2―

11―

4）

 （

3
3
4
8）

6
2
7
7へ

。

エ
コ
ギ
ャ
ラ
リ
ー
新
宿

11月
の
展
示

　介護保険は、住み慣れたまちでいつまでも安心して暮らし続けられる

よう、新宿区が保険者となって運営しています。

介護保険サービスに掛かる費用の負担

※右のグラフは、第7期介護保
険事業計画期間（平成30～32年

度）の比率です。

介護保険サービスの給付状況

サービスの区分
（主なサービス）

30年3月の
利用者数

年間給付額
※自己負担を除く

利用者1人当た
りの年間給付額

居宅サービス

（通所介護、訪問介護、訪問

看護等）

8,174人 112億98万3,091円 137万318円

地域密着型サービス

（認知症高齢者グループホーム、

小規模多機能型居宅介護等）

1,699人 23億8,182万4,072円 140万1,898円

施設サービス

（特別養護老人ホーム、老人

保健施設等）

1,637人 53億9,906万9,257円 329万8,149円

皆さんの保険料と公費で支えられています

介介介護護護保保保険険険サササーーービビビススス

平成29年度決算に基づく実績

9割(8割または7割)の内訳

★保険料はサービス利用量の増加に伴い上昇します★

　介護保険料は介護保険事業計画期間中のサービスの利用見込み

量に応じて算定します。健康に心掛け介護予防や重度化防止に努め

ることが、ひいては保険料負担の軽減にもつながります。

保険料負担と給付のしくみ

【問合せ】介護保険課

推進係（本庁舎2階）
（ 5273）4596・

（3209）6010へ。
【事前申請受付】11月1日から

【助成開始】31年1月診療分から

【対象】新宿区に住民票があり、精神障害者

保健福祉手帳1級をお持ちの方（生活保護を

受けている方、所得制限基準額を超える方、

65歳までに申請しなかった方（※）等は対象外）

※経過措置として、手帳交付日が30年12

月31日以前で有効期限のある精神障害

者保健福祉手帳1級をお持ちの65歳以上

の方は、31年6月30日までは申請できま

す。

【申請時に持参する物】精神障害者保健

福祉手帳（1級で有効期限が31年1月以

降）、印鑑、健康保険証、30年度課税

（非課税）証明書（30年1月1日現在、新宿区

に住民票がなかった方のみ）

【申請・問合せ】障害者福祉課相談係（本庁

舎2階）（5273）4518・（3209）3441へ。

　高額障害福祉サービス費支給対象者の拡

大に伴い、65歳に到達までの相当の期間にわ

たり障害福祉サービスを利用していた方で、

次の要件全てに該当する方に、介護保険サー

ビスで支払った30年4月利用分以降の利用者

負担を、申請により払い戻します。

【対象要件】65歳に達する日前5年間にわた

り、介護保険相当障害福祉サービス（居宅介護・

重度訪問介護・生活介護・短期入所）にかかる

支給決定を受けていた

本人と配偶者（同一世帯に限る）が、65歳に

達する日の前日時点で「低所得」または「生活

保護」

65歳に達する日の前日時点で障害支援区

分2以上

65歳まで介護保険サービスを利用していない

【申請・問合せ】障害者福祉課経理係（本庁舎2

階）（5273）4520・（3209）3441へ。

◆予算案5件

◎平成30年度補正予算

平成30年度新宿区一般会計補正予算（第4号）

平成30年度新宿区一般会計補正予算（第5号）

平成30年度新宿区国民健康保険特別会計補

正予算（第2号）

平成30年度新宿区介護保険特別会計補正予

算（第2号）

平成30年度新宿区後期高齢者医療特別会

計補正予算（第1号）

◆決算認定4件

平成29年度新宿区一般会計歳入歳出決算

平成29年度新宿区国民健康保険特別会計

歳入歳出決算

平成29年度新宿区介護保険特別会計歳入

歳出決算

平成29年度新宿区後期高齢者医療特別会

計歳入歳出決算

◆条例案3件

◎一部改正の条例

新宿区環境土木・都市計画事務手数料条例

の一部を改正する条例

新宿区地区計画の区域内における建築物

の制限に関する条例の一部を改正する条例

新宿区立の小学校、中学校及び特別支援学

校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬

剤師の公務災害補償に関する条例の一部を

改正する条例

◆その他4件

新宿区教育委員会委員任命の同意について

人権擁護委員候補者の推薦に関する意見

の聴取について（3件）

31年1月1日から

議議決決結結果果

　区長が提出した議案は、全て可決・認定・同意・決定さ

れました。

【問合せ】総務課総務係（本庁舎3階）（5273）3505へ。

平成30年第3回区議会定例会

高額障害福祉サービス等
利用者負担を払い戻します 精神障害者保健福祉手帳1級

が心身障害者医療費助成（マル障）の対象に

　9割（8割または7割）の

うち、半分を被保険者であ

る皆さんからの保険料で、

半分を公費（国・都・区）で負

担しています（上図・右グラ

フ参照）。

原則として、利用者本

人がサービスに掛かる

費用の1割（所得状況に

応じて2割または3割）を

負担します（左図参照）。

サービスに掛かる費用の負担割合

12月中旬頃、対象の方に

申請書類等を発送します

箱根つつじ荘・グリーンヒル八ヶ岳

55005500
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